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豊中市における高齢者向け施策について 

～「豊中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（第 7 期：2018 年度～2020 年度）より～ 

 

 

＜「豊中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」とは＞ 

第４次豊中市総合計画の分野別計画として、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的

に策定したもの。豊中市地域福祉計画を上位計画とし、豊中市地域包括ケアシステム基本方針に

示された取組みを踏まえて策定されている。平成 30 年（2018 年）3 月策定。 

 

＜「地域包括ケアシステム」とは＞ 

 介護や支援が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で高齢者が安心して生活を維持できるよ

う、地域の関係者及び関係機関とのネットワークを構築し、「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「日

常生活の支援」の各サービスが切れめなく有機的かつ一体的に提供される体制のこと。 

 

 

1. 高齢者・要介護者などの状況 

平成 29 年（2017 年）の高齢者人口（65 歳以上人口）は 102,951 人、高齢化率（65 歳以上

人口の構成比）は 25.4％で、いずれも増加傾向にある。 
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平成 29 年度（2017 年度）の要介護認定者数は 22,406 人で、平成 24 年度（2012 年度）と

比べると約 1.3 倍増加している。特に要支援と要介護 1 は約 1.4 倍増加している。 

 

 

 

平成 29 年度の認定率は 21.7％で、平成 24 年度より 2.2 ポイント増加している。 
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高齢化率と認定率について、全国を基準として大阪府内の中核市および特例市と比較すると、

本市は「高齢化率が低く、認定率が高い」グループに入るが、これは、後期高齢者の割合の高

さが認定率の高さにつながっているからだと考えられる。 

 

 

 

 

2. 日常生活圏域の設定 

一人ひとりが安心した生活を継続できるよう住み慣れた身近な地域を「日常生活圏域」とし、

本市においては、７つの日常生活圏域を設定している（次ページ図参照）。 

日常生活圏域の設定にあたっては、小学校区を単位とした活動が活発であるため、小学校区

を基準単位とし、地域の特性や民生・児童委員の地域割り等を考慮して設定している。 

本市では、地域包括支援センターを日常生活圏域ごとに設置し（平成 28 年（2016 年）7 月

からは、日常生活圏域ごとに分室を設置）、地域の関係者や関係機関など多様な主体が連携し

て、誰もが地域で安心して暮らしていくために、「地域福祉ネットワーク会議」を開催し、ネ

ットワークづくりを進めていく。 
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日常生活圏域の概要 
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3. 本計画におけるめざすべき地域包括ケアシステム 

豊中市の高齢者分野における地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みを起点と

して、「豊中市地域包括ケアシステム推進基本方針」で示された「地域包括ケアシステム・豊中

モデル」につなぎ、発展させていく。 

 

※ 「地域包括ケアシステム・豊中モデル」＝高齢者のみならず、障害者や子どもなど生活上の

困難を抱える方が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民等による支

え合いと公的支援が連動し、地域を丸ごと支える包括的な支援体制。  
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4. 高齢者保健福祉・介護保険事業の施策展開 

 


